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（５） 元 ９ １

ぶ
ら
っ
と
寄
り
ま
せ
ん
か　

う
め
カ
フ
ェ

　
認
知
症
の
方
と
そ
の
家
族
、

支
援
者
の
集
い
の
場
所
「
う
め

カ
フ
ェ
」
で
お
茶
を
飲
み
な
が

ら
日
頃
の
悩
み
や
思
い
を
語
り

合
い
ま
し
ょ
う
。

日�

時
　
９
月
10
日
（
火
）　
午

後
１
時
30
分
～
３
時

会�
場
　
市
役
所
２
階
喫
茶
コ
ー

ナ
ー
カ
フ
ェ
だ
ん
だ
ん

費
用
　
200
円
（
飲
み
物
代
）

直
接
会
場
へ

問�

い
合
わ
せ
　
市
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
、
高
齢
者
支
援

課
包
括
支
援
係

　
認
知
症
に
つ
い
て
の
理
解
を

深
め
ま
し
ょ
う
。

①
パ
ネ
ル
展
示

日�

時
　
９
月
24
日
（
火
）
～
30

日
（
月
）　
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分

※
26
日
は
午
後
８
時
ま
で

会
場
　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

②
も
の
忘
れ
相
談
会

日�

時
　
９
月
26
日
（
木
）　
午

前
10
時
～
午
後
３
時

※
午
前
10
時
～
正
午
に
認
知
症

疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
成
木

台
病
院
に
よ
る
認
知
機
能

チ
ェ
ッ
ク
実
施

会
場
　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

費
用
無
料

直
接
会
場
へ

③�

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
日�

時
　
９
月
30
日
（
月
）　
午

前
10
時
30
分
～
正
午

会�

場
　
市
役
所
２
階
201
～
203
会

議
室

④�

講
演
会
「
も
っ
と
知
り
た

い
！
認
知
症
予
防
」

日
時
　
９
月
30
日
（
月
）　
午

後
２
時
～
３
時
30
分

会
場
　
市
役
所
２
階
201
～
203
会

議
室

講
師
　
秋
川
病
院
院
長
　
植
田

宏
樹
氏

③
④
い
ず
れ
も

定
員
　
先
着
70
人
（
予
約
制
）

申
し
込
み
　
２
日
か
ら
電
話
ま

た
は
直
接
高
齢
者
支
援
課

包
括
支
援
係
（
市
役
所
１

階
）
へ

問
い
合
わ
せ
　
市
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
、
高
齢
者
支
援

課
包
括
支
援
係

青
梅
市
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
週
間

９
月
は
東
京
都
自
殺
対
策
強
化
月
間

問
い
合
わ
せ
　
健
康
セ
ン
タ
ー
☎
23
・
２
１
９
１

「こころの体温計」 でストレスチェック

　「こころの体温計」はパソコンや携帯電話

を利用して、気軽にストレスや落ち込み度が

チェックできるシステムです。

気

づ

い

て

く

だ

さ

い
！�

体
と
こ
こ
ろ
の
限
界
サ
イ
ン

☆
東
京
都
自
殺
相
談
ダ
イ
ヤ

ル
～
こ
こ
ろ
と
い
の
ち

の
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
～
☎

０
５
７
０
・
０
８
７
４
７
８

…
９
月
21
日
（
土
）
～
25
日

（
水
）　
24
時
間
▽
（
特
非
）

メ
ン
タ
ル
ケ
ア
協
議
会

☆
自
殺
予
防
い
の
ち
の
電
話

　
０
１
２
０
・
783
・
556
…
９
月

10
日
（
火
）　
午
前
８
時
～

11
日
（
水
）
の
午
前
８
時

（
24
時
間
）
▽
（
一
社
）
日

本
い
の
ち
の
電
話
連
盟

☆
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
特
別
相
談
　

　
　
０
１
２
０
・
58
・
９
０�

９
０
…
９
月
１
日
（
日
）
の

午
前
零
時
～
２
日
（
月
）
の

午
前
５
時
30
分
▽
（
特
非
）

国
際
ビ
フ
レ
ン
ダ
ー
ズ
東

京
自
殺
防
止
セ
ン
タ
ー

☆
自
死
遺
族
傾
聴
電
話
☎
03
・

３
７
９
６
・
５
４
５
３
…
９

月
17
日
（
火
）
～
20
日
（
金
）　

午
前
10
時
～
午
後
10
時
▽

（
特
非
）
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
・

サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ザ

☆
多
重
債
務
110
番
☎

03
・

３
２
３
５
・
１
１
５
５
…
９

月
２
日
（
月
）、
３
日
（
火
）　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
▽

東
京
都
消
費
生
活
総
合
セ

ン
タ
ー

☆
自
死
遺
族
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
☎

03
・
３
２
６
１
・
４
３
５
０

…
９
月
14
日
（
土
）
～
16
日

（
祝
）　
午
前
11
時
～
午
後

７
時
▽
（
特
非
）
全
国
自
死

遺
族
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

☆
有
終
支
援
い
の
ち
の
山
彦

電
話
―
傾
聴
電
話
―
☎
03
・

３
８
４
２
・
５
３
１
１
…
９

月
１
日
（
日
）
～
30
日
（
月
）　

月
～
木
・
土
・
日
曜
日
、
祝

日
…
正
午
～
午
後
８
時
、
金

曜
日
…
正
午
～
午
後
10
時

▽
（
特
非
）
有
終
支
援
い
の

ち
の
山
彦
電
話

※
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
を
除
き
通

話
料
は
有
料
、
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ

ル
は
、
携
帯
電
話
の
無
料
通

話
プ
ラ
ン
等
対
象
外

☆
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
相
談
（
相
談
ほ
っ

と
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
＠
東
京
）
…
９

月
１
日
（
日
）
～
30
日
（
月
）　

午
後
３
時
～
９
時
30
分

●�

自

殺

防

止
！�

東
京
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

☆
こ
こ
ろ
と
健
康
づ
く
り
に
関

連
し
た
情
報
・
資
料
の
配

布
、展
示
…
９
月
２
日
（
月
）

～
30
日
（
月
）
▽
市
役
所

１
階
ロ
ビ
ー
▽
健
康
セ
ン

タ
ー
☎
23
・
２
１
９
１

☆
こ
こ
ろ
と
い
の
ち
の
講
演
会

「
大
学
生
と
考
え
る
、
つ
な

が
る
、
自
殺
対
策
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」
…
９
月
２
日
（
月
）　

午
後
１
時
30
分
～
５
時
▽

港
区
み
な
と
保
健
所
▽
都

内
在
住
・
在
学
者
、
大
学
・

民
間
団
体
・
自
治
体
職
員
▽

①
基
調
講
演
「
死
か
ら
生
と

い
の
ち
を
考
え
る
～
生
ま

れ
て
き
た
意
味
・
役
割
は
何

か
、
あ
な
た
自
身
の
心
の

ケ
ア
～
」
②
ワ
ー
ル
ド
カ

フ
ェ
「
幸
せ
で
す
か
？
ワ
ー

ル
ド
カ
フ
ェ
で
命
に
つ
い

て
考
え
よ
う
」
▽
200
人
（
予

約
制
）
▽
港
区
共
催
、
明
治

学
院
大
学
経
済
学
部
岩
尾

俊
兵
ゼ
ミ
企
画
・
運
営
協
力

▽
都
福
祉
保
健
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
の
う
え
申

し
込
み
▽
都
福
祉
保
健
局

保
健
政
策
部
健
康
推
進
課

自
殺
総
合
対
策
担
当
☎
03
・

５
３
２
０
・
４
３
１
０

　
生
活
習
慣
病
の
予
防
に
は
、

日
々
の
生
活
習
慣
の
見
直
し
が

大
切
で
す
。

　
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み

ま
し
ょ
う
。

▼�

パ
ネ
ル
展
示
、�

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
配
布
な
ど

日
時
　
９
月
２
日
（
月
）
～
30

日
（
月
）　
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分

▼�

保
健
師
に
よ
る�

血
圧
測
定
・
健
康
相
談

日�

時
　
９
月
10
日
（
火
）、
17

日
（
火
）、
18
日
（
水
）　
午

後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

▼
い
ず
れ
も

会
場
　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

直
接
会
場
へ

問
い
合
わ
せ
　
健
康
セ
ン
タ
ー

☎
23
・
２
１
９
１

９
月
は
「
健
康
増
進
普
及
月
間
」
で
す

１
に
運
動
、
２
に
食
事
、
し
っ
か
り
禁
煙
、
最
後
に
ク
ス
リ

★パソコン… H P https://fishbowlindex.jp/ome/

★携帯電話…右の二次元コードから

★その他のモード…身近な家族を思
いやる「家族モード」 ▽子育て中

のママさんに「赤ちゃんママモー

ド」 ▽困った時の乗り切り方で分

かる「ストレス対処タイプ別テス

ト」 ▽アルコールとの付き合い方

をチェック「アルコールチェック

モード」

問い合わせ　健康センター☎２３－

２１９１

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
分
を

活
用
し
、
公
的
年
金
等
の
収
入

額
と
所
得
額
と
の
合
計
が
一
定

基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
へ

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

給
付
開
始
の
時
期

　
令
和
元
年
10
月
分
か
ら
が
対

象
で
、年
金
振
り
込
み
口
座
に
、

年
金
と
別
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

通
常
は
10
月
分
と
11
月
分
が
12

月
中
旬
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
請
求
手
続
き
が
遅

く
な
る
と
支
給
月
も
遅
く
な

り
、
支
給
さ
れ
な
い
月
が
発
生

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

請
求
手
続
き

　
給
付
金
を
受
け
る
に
は
、
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
請
求

書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
対
象

者
に
は
、
９
月
中
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
請
求
書
を
送
付
し
ま

す
の
で
、必
要
事
項
を
記
入
し
、

日
本
年
金
機
構
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
そ
の
後
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
「
審
査
結
果
の
通
知
」
が
送

付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
支
給
さ

れ
る
方
に
は
支
払
月
の
上
旬
に

「
振
込
通
知
書
」
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

　
支
援
給
付
金
に
は
、
①
老
齢

（
補
足
的
）年
金
、②
障
害
年
金
、

③
遺
族
年
金
の
３
種
類
が
あ
り

ま
す
。

①�

老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
（
補
足
的
老
齢
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
）

対�

象
　
次
の
す
べ
て
を
満
た
し

て
い
る
方

▽�

65
歳
以
上
で
、
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
者

▽�

請
求
す
る
方
の
世
帯
全
員
の

市
町
村
民
税
が
非
課
税

▽�

前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の

他
の
所
得
額
の
合
計
が
、
所

得
基
準
額（
87
万
９
千
300
円
）

以
下

給�
付
額
　
国
民
年
金
保
険
料
（�

保
険
料
）
納
付
済
み
期
間
等

に
応
じ
て
算
出
さ
れ
、
給
付

額
は
表
１
の
Ａ
、
Ｂ
の
合
計

額
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
Ｂ
の
額
は
毎
年
の

老
齢
基
礎
年
金
額
の
改
定
に

応
じ
て
変
動
し
ま
す
。

　
各
納
付
済
み
期
間
別
の
合�

計
給
付
額
の
例
は
表
２
の
と

お
り
で
す
。

②
障
害
年
金
生
活
支
援
給
付
金

対�

象
　
次
の
す
べ
て
を
満
た
し

て
い
る
方

▽
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者

▽�

前
年
の
所
得
が
462
万
１
千
円

＋
扶
養
親
族
の
数
×
38
万

円
（
※
）
以
下

※�

同
一
生
計
配
偶
者
の
う
ち
70

歳
以
上
ま
た
は
老
人
扶
養

親
族
の
場
合
は
48
万
円
、
特

定
扶
養
親
族
ま
た
は
16
歳

以
上
19
歳
未
満
の
扶
養
親

族
の
場
合
は
63
万
円

給�

付
額
（
月
額
）　
障
害
年
金

１
級
６
千
250
円
、
障
害
年
金

２
級
５
千
円
、

③�

遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
対�

象
　
次
の
す
べ
て
を
満
た
し

て
い
る
方

▽
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
者

▽�

前
年
の
所
得
が
462
万
１
千
円

＋
扶
養
親
族
の
数
×
38
万

円
（
※
）
以
下

※�

同
一
生
計
配
偶
者
の
う
ち
70

歳
以
上
ま
た
は
老
人
扶
養

親
族
の
場
合
は
48
万
円
、
特

定
扶
養
親
族
ま
た
は
16
歳

以
上
19
歳
未
満
の
扶
養
親

族
の
場
合
は
63
万
円

給
付
額
（
月
額
）　
５
千
円

※�

２
人
以
上
の
子
が
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
は
、
５
千
円
を
子
の
数
で

割
っ
た
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ

に
支
払
わ
れ
ま
す
。

そ
の
他

▽�

支
給
要
件
を
満
た
す
場
合
、

２
年
目
以
降
の
手
続
き
は

原
則
と
し
て
不
要
で
す
。

▽�

支
給
要
件
を
満
た
さ
な
く

な
っ
た
場
合
、
給
付
金
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
際
に

は
「
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
不
該
当
通
知
書
」
が
送
付

さ
れ
ま
す
。

▽�

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、
各
給
付
金
が
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
…
①
日
本
国

内
に
住
所
が
な
い
と
き
②

年
金
が
全
額
支
給
停
止
の

と
き
③
刑
事
施
設
等
に
拘

禁
さ
れ
て
い
る
と
き

※�

①
③
は
届
け
出
が
必
要
に
な

り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問�
い
合
わ
せ

▽�
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・

05
・
４
０
９
２
（
050
で
始

ま
る
電
話
か
ら
は
☎
03
・

５
５
３
９
・
２
２
１
６
へ
）

月
曜
日
…
午
前
８
時
30
分

～
午
後
７
時
、
火
～
金
曜
日

…
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分
、
第
２
土
曜
日
…

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４

時
※�

月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌

開
所
日
が
午
後
７
時
ま
で

※�

祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除

く
）、
年
末
年
始
を
除
く

▽�

青
梅
年
金
事
務
所
☎
30
・

３
４
１
０

※�

お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、
年

金
証
書
、
年
金
手
帳
な
ど
基

礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も

の
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

10
月
か
ら

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
が
始
ま
り
ま
す

保険料納付済み期間
（＋保険料免除期間）

Ａ．
保険料納付
済み期間に
基づく金額

Ｂ．
保険料免除�
期間に�
基づく金額

合計給付額

４８０月 ５，０００円 ０円５，０００円

２４０月＋
１／２免除期間２４０月２，５００円５，４１７円７，９１７円

２４０月＋
１／４免除期間２４０月２，５００円２，７０９円５，２０９円

表２　保険料納付済み期間別の給付額の算出例

※�前年の所得額が７７９，３００円を超え８７９，３００円以下の方は調整支給率（毎年
の老齢基礎年金額の改定に応じて変動）を乗じ、「補足的老齢年金生活支援給付金」
として支給されます。

表１　給付額の算出方法

Ａ．保険料納付済み期間に基づく金額

Ｂ．保険料免除期間に基づく金額
全額免除
３／４免除
１／２免除

１／４免除

基準額 ５，０００円 １０，８３４円 ５，４１７円
計算式基準額×納付済み期間÷４８０月×調整支給率（※） 基準額×免除期間÷４８０月


